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令和５年第２回教育委員会会議録 

■会議名 令和５年第２回忠岡町教育委員会定例会 

■日 時 令和５年２月２１日（火）午前１０時から午前１０時５０分 

■場 所 忠岡町役場 ３階 研修室３ 

■出席者 教育委員会委員 

教育長      富本 正昭 

教育長職務代理者 井手 和代 

委員       新田 哲也 

委員       谷野 しづこ 

委員       竹林 正訓 

委員       德田 久子 

     事務局 

教育部長         二重 幸生 

教育部生涯学習課長    畑中 孝昭 

教育部教育みらい課長   森野 英三 

教育部理事兼学校教育課長 石本 秀樹 

教育部教育みらい課主査  園部 一輝 

■傍聴者数 ０名 

■会議録署名委員 竹林委員 

■議事日程 

日程第１ 報告第３号 行事等報告について 

日程第２ 報告第４号 町立各学校園保育所行事について 

日程第３ 報告第５号 令和４年度町立各学校園保育所の卒業式・卒園式に 

ついて 

日程第４ 報告第６号 令和５年度市町村教育委員会に対する指導・助言事項 

について 

 

 その他 
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■会議の内容 

富本教育長 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今から令和５年第２回忠岡町教育委員会定例会を開催致しま

す。 

 

（ 開会 午前１０時００分 ） 

 

本日の応召委員は５名で、出席委員は同数であります。 

従いまして委員会は成立しております。 

なお、本日傍聴の申し出はございません。 

本日の会議録署名委員を会議規則第１６条第３項の規定により、教

育長の指名として、ご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないので、竹林委員にお願いいたします。 

 

 

次に、教育長の報告をさせていただきます。 

まず、私事でございますけども、この 1 年間近畿ブロックの町村教

育長会の会長を拝命しておりまして、この 3 月末をもって兵庫県さ

んの方へバトンを渡すことができました。11 月にはこの近畿ブロッ

クの総会が 3 年ぶりに神戸市の方で開かれまして、それがやり遂げ

れたという事が思い出に残っております。また同時に近畿ブロック

の会長を拝命しましたので全国の方では常任理事を仰せつかりまし

て 1 年で 5 回上京をさせて頂いて、色々国との折衝も参加させて頂

きました。来年は大阪の町村教育長会の会長は引き続き仰せつかっ

ておるんですけど、少し国に行く回数も 3 回に減りますので楽にな

ったのかなという風に思っております。さて、最近新聞を読んでい

ますと、特に気になるのが昔はそうでなかったのですけど、新聞は

広告が見開きで載ってたりとか、多く広告があり、最近気になるの

は旅行の宣伝が増えてきたなと。社会が動き始めてきているのかな

という風な思いをしております。振り返ってみますと、新型コロナ

ウィルス感染症も 4 回の緊急事態宣言を経まして、学校の方も全国

臨時休業とか本当に大変な時期を過ごして参りました。ようやく、

この卒業式に我々設置者として出席がかなう状況となりまして、後

程説明があると思いますけども、我々教育委員会として、そして、
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富本教育長 

 

 

森野課長 

 

富本教育長 

 

 

森野課長 

 

富本教育長 

 

畑中課長 

 

 

 

 

 

 

町長さんも祝辞とか告辞とか本来すべきことができることになって

きたわけです。来月 13 日は国の方からの情報ではマスクの着用に

関しては自主的判断に任せると、5 月 8 日には感染法上の取り扱い

が 2 類から 5 類になるという事で、益々社会の方はひらけてくるの

ではないかな、ウィズコロナが進むのではないかなと。但し、学校

に関しましては国が言ったからといってすぐこれがなるわけではな

くて、我々に伝わるときには府が咀嚼したものがおりてきてそれに

従いますので、4 月以降どうなるかという事はまだわかっておりま

せん。通知が来次第、学校現場また委員さんの方にもお伝えさせて

いただきたいなと思っております。少しずつ、少しずつ社会の方も

動き始めております。コロナというのを経験して、一定改めてやっ

てきたことが見直されるいい時期であったとも思います。元に戻り

ますので昔のことをそのまま踏襲するというよりかそこで色々改め

て考えた方が良かったのではというようなこともあったりしますの

で、その辺を選びながらこれからの教育活動等にも邁進したいなと

考えております。私の方からは以上です。 

 

それでは議事に入ります。 

議事日程を事務局より朗読願います。 

 

（ 議事日程朗読 ） 

 

日程第１・報告第３号「行事等報告について」を議題と致します。

事務局より議案の朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

生涯学習課から 令和５年１月分の社会教育行事について報告いた

します。議案書の３ページをお願いいたします。 

 まず最初に１月実施の社会教育行事等はご覧のとおりで、文化会

館ロビーにて旧年度の雑誌の無料譲渡を行いました。子育て支援施

策である「おもちゃの病院」、「のびのびサロン」、「子育て親サロン」

を児童館にて実施いたしました。１月９日には、成人式から二十歳

のつどいと名称を変更し、１３６人の方がご出席いただきました。
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保健センターの健診時を活用した「ブックスタート事業」は、ブッ

クファースト及びブックサードを実施いたしました。また、各種団

体の活動では、少年団育成者連絡協議会、青少年指導員協議会が定

例会を開催いたしました。行事については、以上でございます。 

次に、１月の各館の実績報告をいたします。 

４ページをお願いします。 ４ページから５ページは児童館につい

て、でございます。まず、４ページの児童教室でございますが、ご

覧のスケジュールにて実施いたしました。１月の延べ出席人数は１

４９人となっております。 

５ページは、児童館利用者数でございます。 

のびのび広場は延べ１５９人、自習室は延べ５６人、キッズクラブ

は延べ２４７人、親サロン等家庭支援教室は１５人、児童教室は延

べ１４９人、となっております。６ページをお願いします。 

ふれあいホールの使用状況でございます。６団体の申し込みがあり、

全て減免の対象でございました。７ページをお願いします。 

コパンスポーツセンター忠岡の利用状況でございます。 

利用延べ人数は４,３８４人、運営日数は 2４日間、１日平均の利用

者数は１８２．７人となっております。 

８ページをお願いします。続きまして、文化会館の事業報告でござ

います。８ページは、講座等の利用状況でございます。 

 まず、（１）定期講座の「日本語読み書き教室」には２人参加、（２）

単発講座は３タイトルで、合計延べ３０人の参加となっております。 

次に（３）働く婦人の家相談事業の「女性の悩み電話相談」は、１

件の相談がございました。 

９ページをお願いします。（その他の事業）といたしまして、自習室

開放は、学生対象では、小学生、中学生なし、高校生１人、大学生

（その他）は、２人でした。一般・社会人対象では、高校生・大学

生は、１人、一般・社会人１６人の利用となっております。 

次に忠岡あすなろ未来塾は、小学生クラス４日間で１７１人、中学

生クラス４日間で１４人 合計１８５人の利用となっております。 

１０ページをお願いします。１０ページから１２ページは、文化会

館クラブの活動状況でございます。 

１２ページの下段の合計欄をご覧ください。登録クラブ５６団体の

活動については、公民館部に延べ２４３人、働く婦人の家部に延べ

７４２人、その他３１人、合計延べ１,０１６人となっております。 

１３ページをお願いします。１３ページから１４ページは、文化会
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富本教育長 

 

德田委員 

 

 

 

畑中課長 

 

 

德田委員 

 

畑中課長 

 

 

德田委員 

 

 

 

 

 

 

 

畑中課長 

 

館一般利用の状況でございます。 

１４ページの下段の合計欄をご覧ください。利用人数は公民館部に

延べ１２１人、働く婦人の家部に延べ３１５人、合計延べ４３６人

となり、開館日数２０日、申込件数は３５件、有料貸出は１３件で

あり、合計７３,２２０円を収納しております。 

１４ページをお願いします。最後に図書館利用の状況でございます。 

開館日数１９日間、貸出冊数２,８４１冊、貸出人数８９４人となり、

1日の平均貸出冊数は１４９.５冊、１日平均貸出人数は４７.１人、

一人当たりの貸出冊数 3.２冊となっております。 

説明は以上でございます。 

 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

４ページの児童館の事業報告で、コンピュータの開放日が２回入っ

てますね。これはどういった、勝手に自分で触って利用してもらう

というものですか。 

 

コンピュータ室というお部屋がございますので、そこを自由に使っ

ていただくといった形になっております。 

 

例えば、インターネットの閲覧ができるとかですか 

 

児童館はインターネットも活用できますので、閲覧もして頂けると

いうものになっております。 

 

今後なんですけども、今は時代が進んでいましてね、コンピュータ

といっても小学校の低学年から、例えばプログラミングの教室なん

かがすごい人気で、中々どこも空きがなくって習いに行くのにすご

い大変だと。コンピュータを開放しているという状況をまた私も見

に行きたいなと思うんですけども、もう少し入り組んだ何か指導が

できるような講座が今後展開してもいいのかなと私としては思って

いるところです。 

 

そうですね子どものパソコンのプログラミングというのは今すごい

言われているので、その辺の講座とかについてはご検討させていた
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富本教育長 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

森野課長 

 

富本教育長 

 

森野課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石本理事 

 

 

 

 

 

 

 

だければと考えております。 

 

他にご質疑ございませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第１・報告第３号「行事等報告に

ついて」を報告どおり承認することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第２・報告第４号「町立各学校園保育所行事について」を

議題と致します。事務局より議案の朗読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

議案書１9ページをお願い致します。東忠岡保育所園だよりです。 

６日から１０日乳児参観日 

10日避難訓練 

16日令和 5年度新乳児面接 

20日在園時保護者説明会  

となっております。 

続きまして 20ページお願い致します。東忠岡幼稚園だよりです。 

1日から 10日発育二測定 

10日火災想定の避難訓練 

20日在園時保護者説明会 

となっております。 

 

小学校、中学校についてご説明いたします。 

２１ページをお願いします。 

忠岡小学校 

 ６日 新入生保護者説明会 

９日 なわとび大会 

１０日 ６年生お別れ遠足 

２５日 土曜参観 
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富本教育長 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

石本理事 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

森野課長 

 

 

 

富本教育長 

２２ページをお願いします。 

東忠岡小学校 

 １日 入学説明会 

２日 なわとび記録会 

１４日 参観・懇談 

２２日 ６年生お別れ遠足 

２３ページをお願いします。 

忠岡中学校 

１０日 １・２年生学力診断テスト 

      ３年生私学入試 

１１日 私学入試 

２０日・２１日 特別選抜入試 

２４日・２７日・２８日 ３年生進路懇談 

以上でございます。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

一点、石本理事。コロナの話を冒頭させてもらったけども、インフ

ルエンザがかなり同時感染しているのではないかと懸念はあったん

ですけども、本町のまずは小中学校、そして園と保育所どんな状況

かちょっと、関心お持ちだと思うので報告をお願いしたいと思いま

す。 

 

インフルエンザにつきましては前回ご報告時には小学校で 1 件ござ

いましたがそれ以降はございません。こういう時期ですのでインフ

ルエンザで休んでいるお子さんはいらっしゃると聞いておりますが 

閉鎖まではいっていないと聞いております。 

 

ということは、ぽつぽつとはあるけども全体の閉鎖するほどはいっ

てないと。では、森野課長続いて就学前の方は。 

 

幼稚園保育所につきましても同様にぽつぽつと休んでおられるとは

聞いておりますが、かたまって複数名という事はないと確認してお

ります。 

 

わかりました。よく流行ると言われていますが、やはりマスクが効
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德田委員 

 

 

 

富本教育長 

 

德田委員 

 

 

 

 

石本理事 

 

 

 

 

 

 

德田委員 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

いているのかなという風な状況でございます。 

他に何かございませんか 

 

東忠岡小学校の家庭学習習慣なんですけども、児童用タブレットの

持ち帰り 4 年生以上と書かれておるのですが。タブレットは今一人

一台、これは貸与ですか購入ですか。 

 

それは、貸与となっております。 

 

わかりました。これは持ち帰りで４年生以上となっておるんですが 

普段はどういうようにしておるのでしょう。学校においているので

すかそれとも持って帰って宿題をプリントでするのではなくタブレ

ットでするというようになっているのか。 

 

一人一台のタブレットにつきましてはまずは授業の中で活用という

事で、基本学校の方に置いておきまして、授業で 1 年生から中学 3

年生まで活用の方をしております。持ち帰りにつきましては授業以

外では使用しておりませんので、宿題等については紙媒体でのもの

となっております。夏休みには４年生以上は持ち帰って宿題等に活

用させていただいている所でございます。 

 

わかりました。 

 

他に何かございませんか。 

他に、ご質疑がないようですので、日程第２・報告第４号「町立各

学校園保育所行事について」を報告どおり承認することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第３・報告第５号「令和４年度町立各学校園保育所の卒業

式・卒園式について」を議題と致します。事務局より議案の朗読を

願います。 
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森野課長 

 

富本教育長 

 

森野課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

谷野委員 

 

二重部長 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

 

 

富本教育長 

 

 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

２７ページをお願いします。令和４年度町立各学校園保育所の卒業

式・卒園式の日程についてでございます。開催日時はご覧の通りで

ございます。出席者につきましては 

忠岡中学校が杉原町長、富本教育長で告辞が富本教育長、祝辞が杉

原町長。 

忠岡小学校が杉原町長、井手職務代理で告辞が井手職務代理、祝辞

が町長。 

東忠岡小学校が富本教育長、新田委員で告辞が新田委員、祝辞が富

本教育長。 

東忠岡幼稚園、東忠岡保育所はメッセージ対応となっております。 

報告は以上でございます 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

出席しなくてもよいのでしょうか 

 

先ほど教育長からもございましたが、徐々に緩和はされておるので

すが、やはりまだコロナウィルスという事もございますので、来賓

に関しましては絞らせていただいてあくまでもここに掲載されてい

る方でお願いできたらなと思っておりますのでよろしくお願いしま

す。 

 

学校現場が絞ってほしいとの希望ですので、あるべき姿はまた従前

の形で分かれて行って頂いていたかと思いますが、一応今年度末ま

ではこのような形でよろしくお願いしたいと思っております。入学

式はまたあらためて検討して参りたいと考えておりますのでよろし

くお願いします。 

 

他にご質疑ございませんか。 

ご質疑がないようですので、日程第３・報告第５号「令和４年度町

立各学校園保育所の卒業式・卒園式について」を報告どおり承認す

ることにご異議ございませんか。 
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富本教育長 

 

 

 

 

森野課長 

 

富本教育長 

 

石本理事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

次に日程第４・報告第６号「令和５年度市町村教育委員会に対する

指導・助言事項について」を議題と致します。事務局より議案の朗

読を願います。 

 

（ 議案朗読 ） 

 

会議規則第９条の規定により趣旨説明を求めます。 

 

「令和５年度 市町村教育委員会に対する指導・助言事項」(案)をご

覧ください。 

昨年度までは、冊子にて大阪府教育委員会より配付がございました

が、今年度からデータ配付のみに変わりましたので、本日、印刷し

たものを配付させていただいております。なお、府教育庁より、最

終版の送付については、「第２次大阪府教育振興基本計画」の議決後

になるため、表紙に（案）の記載があるとの連絡がございました。 

この指導・助言事項は、大阪府教育委員会が、府内市町村に共通す

る教育の基本方針として、取組みの重点等について定めているもの

です。 

市町村教育委員会は、この「指導・助言事項」をもとに、教育活動

の充実につとめるものでございます。 

今回、第２次計画の策定に伴い、令和４年度指導・助言事項で記載

していた内容を踏まえて見直され、第２次計画の章立てに沿って再

構成されております。また、ページのレイアウト、構成等も変更さ

れております。 

３ページをご覧ください。上から３行目にございますが、令和４年

度までは、「取組みの重点」「本編」の２つに分けて構成されていた

内容が、重点項目ごとに関連するすべての取組み項目がまとめて配

列し、構成されてあります。 

大きく追記、変更等されました取組の重点について説明させていた

だきます。 

８ページをお願いいたします。取組みの重点の４行目に「各学校の

教育活動の質の向上を図るカリキュラム・マネジメントの充実を図
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ること」となっております。 

10 ページをお願いいたします。４行目に、「１人１台端末・ICT を

日常的かつ効果的に活用し、『個別最適な学び』と『協働的な学び』

の実現を図ること」となっております。 

12 ページをお願いいたします。１行目に、「子どもが読書への興味・

関心を高め、自ら読書を行い、豊かな語彙を獲得できるよう、すべ

ての学校で読書活動を推進すること」となっております。 

13 ページをお願いいたします。２行目に、「児童・生徒が実際のコ

ミュニケーションにおいて活用できる英語力を身に付けられるよう

にすること」となっております。 

17 ページをお願いいたします。８行目に、「不登校の早期発見・早

期対応のために、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カー等の専門家も含めたチームによる教育相談体制を整えること」

となっております。 

最後に、40 ページの「⑭自主性・自立性を育成するキャリア教育・

進路指導の推進」と 42 ページの「⑮社会とつながる学習活動の推

進」についての取組みの重点が追加されております。 

以上が今年度、追加・変更等された主な箇所の説明でございます。 

なお、この「指導・助言事項」をもとに、昨年度とほぼ同じ内容の

重点も押さえながら、本町の「教育基本方針」を３月の教育委員会

議にてお示しさせていただき、ご審議していただきます。よろしく

お願いいたします。 

 

説明は以上のとおりです。ご質疑を承ります。 

 

１０ページの所で、先ほどの質問とも関連するのですが、忠岡町は

タブレットがせっかくあるのにまだ学校に置いているといった状況

で、目標とされている所にはまだほど遠いところにいるのかなと感

じたのですが。というのが、タブレットは確か GIGA 教育では ICT

を利用して双方向にという事でここにも書いてるように個別最適な

学びができるというのが一つの利点だと思うのですね。例えば、今

でしたら宿題とかもみんな同じものを与えられて同じ課題をこなす

と。それが例えば学習の習熟度が高い生徒も低い生徒も同じものを

させられるということになるのですけども、ICT を利用することに

よってそれぞれの能力とか興味とか学びの深さとかですねによって

変えられるということで。これはまだまだの段階の所にいると思う
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のですけど、やっぱりそれに近づけるだけのもう少し進んだ対応を

お願いしたいなと思います。 

 

まず、今の実態でございますが、学校における ICT を活用した学習

場面というのはこれまでによる一斉学習型のものと個別学習型のも

の共同学習型というものがございまして、そのなかで授業改善とし

て今おっしゃられたように個別的な学びとしては子どもたちが一人

一台のタブレットを使って自分のペースでいろんなものを調べたり

とか、共同的な学びとしては言葉だけではなく一人一台のタブレッ

トを使って自分で表現してそれを一斉に前のモニターに映したり、

様々な取り組みをして頂いております。その中で、先生方もこども

達もそういった個別最適な学び等の実現に向けて取り組んでいると

ころです。家庭学習につきましても本町ではドリル的なものがござ

いましてパスワードを児童生徒のご家庭に配布して、それは一人一

台のタブレットではないのですがご家庭のパソコンから入力して頂

いて自分の進路にあった、いわゆる自主学習的なものもできるよう

なこともさせて頂いております。夏休みにつきましては 4 年生以上

が持ち帰って色々と検証しているところですので今後も引き続きさ

せて頂きたいと考えているところでございます。 

 

GIGA スクールの場合は、国費で一斉に購入しましたが次回はこれ

がつくかはわからないという部分で、これを我々単費でやっていく

というと今のものを大切に使っていかなくてはいけないと。貸与は

してますけど、結構荒い使い方をしている部分もあり児童生徒数が

減ってきている部分で何とか残りをこなしていっており、新品は買

えていないという状況がございまして、大切に 5 年間引っ張ってい

かないと仕方がないかなと。莫大な予算が必要となるものですので

その辺も私、国に行ったときには要望は上げております。梯子を外

されても脆弱な財政状況の町村では難しいとは言っておるのですけ

ども、財務省がどこまで行くのかはちょっと気にはなっているとこ

ろです。 

 

他に何かございませんか。 

 

今の、パソコンを使った学習という事で、その中で先生が困った時

にちょっと聞けるようなところがあれば先生の助けになるかなと思
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うのですが、今は先生は自分の努力でされているのか、聞けるよう

なところがあるのですか。 

 

先生方の方もチームスを使って悩みとかこういう取り組みをしてま

すよとかを共有して頂いてます。タブレットにつきましては問い合

わせができるようにさせて頂いております。それ以外の事につきま

しては事務局にお問い合わせいただいて、こちらで確認を取ったり、

研修会等も行っておりますので質問等あればそこで回答等させて頂

いております。 

 

他に何かございませんか。 

他に、ご質疑がないようですので、日程第４・報告第６号「令和５

年度市町村教育委員会に対する指導・助言事項について」を報告ど

おり承認することにご異議ございませんか。 

 

（ 「異議なし」の声 ） 

 

ご異議がないようですので、報告どおり承認することに決します。 

以上で、本日提出されました議案はすべて終了致しました。 

続きまして、その他に入ります。 

 

以下の内容を報告して終了。 

１．忠岡町教育委員会後援名義の使用許可について 

２．生徒指導関連報告等について 

３．スクールカウンセラー相談件数等について 

４．令和５年第３回教育委員会定例会議の日程について 

 

 


